




社労士
　　から一言

①時間外労働の上限規制について
●�平成31年4月1日に施行された改正労働基準法により、

時間外労働の上限規制が導入された（中小企業について
は令和2年4月1日から適用。）

②�建設事業、自動車運転の業務、医師に係る時間外労
働の上限規制

●�令和6年4月1日以降、適用を猶予されていた建設事業、
自動車運転の業務及び医師についても時間外労働の上限
規制が適用となる。

　原則となる上限規制は、一般の事業・業務と同じである
が一部適用の除外等がある。

③医師に係る時間外・休日労働時間の上限規制
●医療機関の水準と時間外労働・休日労働の上限規制
　診療従事勤務医の一般的な水準をA水準とし、連携B、
B、C-1及びC-2に指定された医療機関において、指定さ

建設事業、自動車運転の業務、医師に係る
時間外労働の上限規制について
～令和６年４月１日より適用となります～

「人を大切にする」働き方改革・採用から退職までの労働・社会保険の手続き、職場
でのお悩み、助成金、年金の相談は、幅広い知識と情報を有する社会保険労務士へ

徳島県社会保険労務士会
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１年間＝１２か月 

年６ヶ月

まで 

法律による上限（例外、年間６か月まで） 
年７２０時間（休日労働を含め  複数月平均８０時

間以内・単月１００時間未満） 

法定労働時間 

１日８時間 

週４０時間 

（（旧旧法法） （（現現行行法法）） 

時間外労働 

月４０時間 

年３６０時間 

１年間＝１２か月 

法定労働時間 

１日８時間 

週４０時間 

時間外労働 

月４５時間 

年３６０時間 

法律上は、時間外労働の上限がありませんで

した（大臣告示のみ）。 
法律で時間外労働の上限を定め、これを超える

時間外労働はできなくなります。 

特別条項 上限なし 

（年間６か月間まで） 

事業・業務

猶予期間中
の取扱い

（令和６年
３月３１日まで）

猶予後の取扱い
（令和６年４月１日以降）

建設事業

上限規制は
適用されません

●災害の復旧・復興の事業を除き、上限
規制がすべて適用されます。
●�災害の復旧・復興の事業に関しては、

時間外労働と休日労働の合計について
　　✓月１００時間未満︎
　　✓２～６か月平均８０時間以内
　とする規制は適用されません。

自動車運転
の業務

●特別条項付き３６協定を締 結する
場合の年間の時間外労働の上限が年
９６０時間となります。
●時間外労働と休日労働の合計について
　　✓月１００時間未満
　　✓２～６か月平均８０時間以内
　とする規制は適用されません
●�時間外労働が月４５時間を超えること

ができるのは年６か月までとする規制
は適用されません。

医師
医療機関をＡ、連携Ｂ、Ｂ、Ｃ－１及びＣ－
２水準に分け、その中で従事する医師の
業務によって、上限規制を適用します。

医療機関が
必要とする

指定
長時間労働となる理由

医師に適用される水準（原則）
36協定の
1か月の

上限時間

36協定の
1年の

上限時間

実際の
1年の

上限期間

（A） - 100時間
未満

960時間
以内

960時間
以内

連携B 医師の派遣を通じて、
地域の医療体制を確保

100時間
未満

960時間
以内

1860時間
以内

B 地域医療の観点から必
須とされる機能

100時間
未満

1860時間
以内

1860時間
以内

C-1

臨床研修医・専攻医が
研修プログラムに沿い
基礎的な技能・能力を

習得

100時間
未満

1860時間
以内

1860時間
以内

C-2
臨床従事6年目以降の
医師が高度な技能・能

力を取得

100時間
未満

1860時間
以内

1860時間
以内

（厚労省HP より）
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れた理由となった業務に従事する医師のみが連携B、B、
C-1及びC-2に適用される上限規制を受ける。

まとめ
　これまでは、上限規制が猶予されてきた業種でも、来年4月
からは上限規制の対象となります。
　これまで以上に厳格に、労働者の労働時間を管理し、業務
量に気を配る必要が出てきます。

　36協定の更新の際などに、自社の労働時間・残業時間を
今一度確認し、これらの新規制に対応していくことが必要に
なります。

1建設事業
　●�建設業については令和6年4月以降、災害時における復

旧及び復興に事業を除き、時間外労働の上限規制が原
則通りに適用されます。

　●�災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働
と休日労働の合計について、月100時間未満、2～6か月
平均80時間以内とする規制は適用されません。

　●�特に問題となるには中小規模の建設業です。大手・ゼネ
コンや上場会社は公共事業を請け負っていることが多
く、問題はほとんどないと思われますが、中小規模建設
業においては、時間外労働問題以前の問題が少なくあり
ません。いわゆる中小規模建設業における「2024年問
題」は、これを機会に時間外労働規制以前の問題（勤怠
管理・休日が少ない・拘束時間の取扱い・作業日程管理
の難しさ等）をどのように整理していくかということでも
あります。

2自動車運転の業務
　●�令和6年4月以降、自動車運転者は、特別条項付き36協

定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960
時間となります。

　●�一般の労働者と異なり、時間外労働と休日労働の合計に
ついて、月100時間未満、2～6か月平均80時間以内と
する規制及び、時間外労働が月45時間を超えることがで
きるのは年6か月までとする規制は適用されません。

　●�「2024年問題」は、運送会社の利益の減少、トラックド
ライバーの給与の減少やそれに伴う離職など、今後の物
流業界に大きな影響を与える問題です。

　●�運送・物流会社としては、従業員の労働時間を削減する
一方で、業務効率化を図り、会社の利益も維持していく
対策を講じることが求められます。

　●�労働時間が減少することは、1人のトラックドライバーが

1日で運ぶ荷物の量が減ることになるため、運送会社とし
ては、配送運賃を上げなければ売上が減ってしまうこと
になります。

　●�荷主との関係で運賃の値上げは簡単なことでなく、中小
企業の運送会社の売上が減少し、経営が困難になる恐
れがあります。

　●�運送会社としてはこれまで通りの業務量を処理するに
は、ドライバ―を増員する必要があります。しかし、トラッ
クドライバーの人手不足が深刻であり、ドライバー確保は
容易なことではありません。そうした中で、他社と差別化
して人材を確保していくには、給与面、設備面、福利厚生
面において、改善していく必要があります。

　●�「2024年問題」対策として、従業員の労働時間を削減し
ていく必要があります。労働時間を削減することで、従業
員の労働時間が減って自由になる時間が増える一方で、
それに伴い給与も減少してしまいます。こうした不満を解
消するために、従業員の副業を解禁することも考えられ
ます。副業の解禁は、より多様な働き方を求める若年層
のニーズにもマッチします。

　●�ただし、労働時間は、副業先での労働時間も通算される
ことになるので注意しなければなりません。

3医師
　●�令和6年4月から、医師にも上限規制がかかることになり

ましたが、医療労働の特異性に鑑み他の職種と同様の上
限時間とするのは不可能と判断され、特例水準が設けら
れました。

　●�一般則は医師及び建設業ならびにトラック運送業以外
に関して適用されます。つまり医療機関においては医師
と医師以外の職種と2種類の上限規制が存在することに
なります。

◆建設事業、自動車運転の働き方改革のご相談は
　徳島働き方改革推進支援センターへ
　電話：0120-967-951

◆医師の働き方改革のご相談は
　徳島医療勤務環境改善支援センターへ
　電話：088-654-7733

どちらの相談も

 徳島市南末広町5番８－８号徳島経済産業会館2階
 徳島県社会保険労務士会内　FAX:088-654-7780
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よろず
徳島県

支援拠点
中小企業のあらゆる経営上の悩みに対応するため、（公財）とくしま産業振興機構内に
「徳島県よろず支援拠点」を開設しています。皆様のお役に立ちそうな支援内容を「徳島
県よろず支援拠点」のコーディネーターが交代で紹介していきます。

商談展示会で結果を出すための事前準備

佐藤 あすか　徳島県よろず支援拠点コーディネーター

徳島県よろず支援拠点コーディネーターの佐藤あすかです。
今回は 2023 年 6 月 28 日に開催されたセミナー「商談展

示会ってすごい！ 初めての出展から成果につなげる大切な
ポイント（徳島県よろず支援拠点・徳島県中小企業家同友
会広報情報化委員会共催）」の内容から、結果を出すための
事前準備についてお伝えしたいと思います。

商談展示会のメリット
商談展示会は、特定の業種やジャンル、テーマなどに沿っ

て開催され、自社の商品やサービスを多くの人に知ってもら
い販路を広げようと日本全国からたくさんの企業が出展して
います。食品流通業界の商談展示会としては日本最大級の

「スーパーマーケット・トレードショーⓇ 2023」の開催規模
（表 1）をご覧いただくと、その規模がおわかりいただける
と思います。徳島県から出展された企業さんからは、3 日間
で 120 名の方と名刺交換され、問い合わせが 30 件、商談
成立が 15 件とお聞きしました。やはり、バイヤーのみなさ
んと直接お話ができること、商談までの流れがスムーズかつ
スピーディであることが商談展示会の最大のメリットかと思
います。

そうした成果を上げるためには、出展前の準備が肝心です。
どういった準備が必要かということを一緒に見ていくことに
いたしましょう。

よい結果を得るための事前準備
①書類をそろえる

参加申込書のほかに、必要な設備や備品についてなど運
営サイドから様々な書類を提出するように依頼があります。
期限を守り、記載もれがないようにしっかりと提出してくだ
さい。また、提出した書類についてはいつでも見返せるよう
フォルダをつくったりファイリングしたりしてください。書
類管理もしっかりやっておきましょう。

②メインになる商品やサービスを決める
次に、メインで PR する商品やサービスを決めてください。

そうすることで、どのように伝えるかという方針が決まりま
す。商談展示会は単にお店を出すという意識ではなく、しっ
かりとアピールする場ですから、戦略的に見せる必要があり
ます。また、展示会出展は自社商品を見直すよい機会になり
ます。値付け、パッケージデザインなどが全国へ打って出る
のに適切かどうかも再考してみてください。

③サンプルや試食について決める
食品業界の商談展示会では、コロナ禍が収束して試食も

戻ってきました。やはり、実際に食べてもらうというのは最
強の営業となります。どの商品をどうやって試食に出すかに
ついてもしっかりとシミュレーションしてください。その際、

●調理が必要な場合は調理方法
●食べやすさ・衛生面への配慮
●試食用の器の手配

などを考えるようにしましょう。狭い場所で試食を準備する
のは大変なのですが、「どうぞ召し上がってみてください」
と声をかけるきっかけにもなるため、食品関連の方は試食を
用意しない手はありません。

また、お話が進む中でサンプルを希望されるバイヤーも多
くいらっしゃいます。社内で検討してもらうための資料とな
りますので、取引したいと思えるバイヤーには商品をお渡し
してください。どのくらいのサンプル商品を持っていくかに
ついては、保管場所や輸送との兼ね合いもありますので、慎
重に考えて決定するようにしましょう。

④服装
商談展示会はビジネスの場ですので、スーツやユニホーム

が適切かと思います。また、スタッフジャンパーや法被など
を準備するのもいいかもしれません。理想は、会社の姿勢が
服装からも伝わることです。襟元に社章や缶バッジなどをつ
けておくのもいい方法ですね。

それから余談ではありますが、展示会ではずっと立ちっぱ
なしになることが多いため、硬い革靴やヒールだと足が疲れ
てしまいます。スニーカーやウォーキングシューズなどを選
んだほうが賢明です。

⑤広報ツールのデザイン
自社のブランドを発信するという点でとても重要な準備で

す。例としては、以下のようなものの作成が挙げられます。

スーパーマーケット・トレードショーⓇ2023
　　　登録入場者数　  62,525名
　　　　　 2/15（水）　  22,874名
　　　　　 2/16（木）　  21,430名
　　　　　 2/17（金）　  18,221名
　　　出展者数　　　  2,046社／団体
　　　小間数　　　　  3,271小間

表1：公式サイト「結果報告書」より
�https://www.smts.jp/jp/summary/report/files/SMTS_DTS_2023_report.pdf
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徳島県よろず支援拠点

●会社案内
●名刺
●商品パンフレット、チラシ
● FCP シート
●自社紹介、製造工程などの動画
実際に出展した方の声を聞くと、バイヤーから質問される

のは「製造工程」「衛生管理」「会社規模」「生産能力」「実績」
などが多いそうです。こういった質問への答えを予めパンフ
レットに記載しておけば、その場で説明することも持ち帰っ
てもらうこともできます。

また、現時点で提供できる宣材（商品写真、ポップ等）を
掲載しておくと商談がスムーズにいくことがあります。すぐ
にでも店頭に並べたいというニーズに応えられるからです。
未作成の場合は、この機会につくってみてください。

そのほか名刺もかなり重要です。会社の印象を左右する大
事なアイテムであると考えて、きちんとデザインした名刺を
持って行くことをおすすめします。枚数は 1 日あたり 50 枚
ぐらいあると安心です。

⑥ブースのデザイン
商談展示会当日、自社の「顔」となるブースについては

特にデザインの力が必要になります。ブースの図面をデザイ
ナーと共有して、什器や備品、ポスターやパネル、ポップ、
商品、パンフレットなど、どのように見せれば効果があるの
かを一緒に考えてください。ブースに使用するポスターやパ
ネル等についてはあまり細かい情報を記さず、バイヤーの目
に留まるような情報を大きな文字や写真で見せるようにする
といいでしょう。

デザイン案ができあがったら、実際と同じ寸法でブースを
組み立てて予行演習をしておくとなお良いです。

以上が、よい結果を得るための事前準備のポイントでした。

上記のような商談展示会そのものに関する準備のほかに、
●�商談展示会参加の際は会社を空けることになるため、そ

の時の社内体制を整えておく。
●特許、意匠、商標などの知的財産について対応しておく。
●ビジネス総合保険などで備える。

なども必要な準備となります。

会場でわかったこと
私自身、2023 年 2 月16 日に「スーパーマーケット・トレー

ドショーⓇ 2023」に来場者として参加してきました。幕張
メッセ（千葉）全館を会場とした商談展示会で、広いスペー
スに、多くの企業が趣向を凝らしたブース出展をしていま
した。特に印象に残ったのは、大手パッケージ会社の展示
です。SDGs をテーマに、環境に配慮したテイクアウト容
器などを中心に紹介しており、たくさんの来場者の方が手
に取って商品を見ていました。このように、時代のニーズ
を肌で感じることができるのも商談展示会の醍醐味かもし
れません。

　徳島県よろず支援拠点では、「販売全力支援チーム」が商
品開発から販路拡大までをトータルで支援しています。今回
書ききれなかった商談展示会出展時の注意事項、当日や後日
の対応、活用できる補助金などのことについてもご相談対応
しておりますのでお気軽にご連絡ください。

「スーパーマーケット・トレードショーⓇ2023」徳島県ブースの様子

徳島県よろず支援拠点
YouTubeチャンネル新着動画

販売全力支援チーム（SST）presents
「展示会出展のススメ」

2023年 2月 15日～ 17日、幕張メッセで開催された「第
57回スーパーマーケット・トレードショーⓇ 2023」の
報告を中心に展示会の効果・新たな販路開拓やビジネ
スチャンスにつながる場面について説明した動画を作
成しました。実際に出展された参加者のみなさまの生
の声もお聞きいただけます。ぜひご覧ください。

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口を設置しております。
相談希望の方は上記、徳島県よろず支援拠点にご連絡ください。

（最新情報を確認して下さい）

徳島県よろず支援拠点
徳島県徳島市南末広町5番8-8
徳島経済産業会館2階
ＨＰ https://yorozu-tokushima.go.jp/

【平日】9：00 〜 17：45
【休日相談会】
●第 2・第 4 日曜日　10：00 〜 17：00　徳島駅前ポッポ街
●第 1・第 3 土曜日　10：15 〜 17：00　アミコビル 9F

よろず支援拠点の連絡先は以下のとおりです。

受付時間

よろずにゴー

電話088‐676‐4625
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近日開催の平成長久館セミナー一覧

セミナーについての詳細は、
こちらのページで御確認ください。

とくしま経営塾「平成長久館」では、開催するセミナーの
ご案内などを掲載した「長久館メールマガジン」を発行し
ています。
次のQRコード先よりお申し込みいただけましたら、ご登
録情報へ開催セミナーのご案内をさせていただきます。

皆様のお申し込みをお待ちしています。

　　お申し込みはこちら

　  平成長久館メールマガジンのご案内

■ 企業力の強化、企業や組織の核となる「人財」の育成を支援

とくしま経営塾

× Digital平成長久館 長久館

企業の人財育成・新事業展開を目指すデジタル技術を活用した

デジタルちょうきゅうかん

平成長久館セミナー

セミナー名 開催日時 場所 概要 受講料

ものづくり補助金
活用セミナー 9月4日 オンライン、　　　　

とくしま産業振興機構

自社の生産性の向上を図るための設備投
資に活用できる「ものづくり補助金」の
概要や特徴、申請書の書き方や申請方法
について解説します。

無料

価値が伝わる！売れる！
今日から使えるPOPの作り
方セミナー

9月7日 とくしま産業振興機構
研修室

POPを使った「販促をしたいけど、どう
したらいいのかわからない」「販促をし
ているけど、これで本当にいいのかわか
らない」といったお悩みをお持ちの方に
商品の価値が伝わり、楽しく売れるコツ
をお教えします。

無料

事業再構築補助金セミナー 9月12日 オンライン、
とくしま産業振興機構

令和 5 年度からの新しい「事業再構築補
助金」の概要やポイント、申請時の注意
点などを解説します。

無料

とくしまデザイン塾　第５回 9月13日

とくしま産業振興機構 
※�当日参加が難しい場

合、前期講座は後日
オンデマンド受講可

講師：�INPIT徳島県知財総合支援窓口　
青木　幸司 氏 

技術講座ー４「リスクマネジメント」 
クリエイターとして知るべき知的財産権、
契約関係についての基本知識

無料

小規模事業者持続化補助金
活用セミナー 9月15日 オンライン、　　　　　

とくしま産業振興機構

小規模事業者持続化補助金の概要や申請
書作成のポイント、注意点等を解説しま
す。

無料

資金繰り個別相談会 9月19日 オンライン、　　　　　
とくしま産業振興機構

新型コロナウイルス感染症対策で借入れ
たゼロゼロ融資をどうやって返済すれば
よいのか。ゼロゼロ融資に対する対策は
ないのかなど、また、ゼロゼロ融資に限
らず資金繰りについて、すべてのご相談
をお受けします。

無料

起業力養成講座
オンデマンド
視聴 申込みは

随時受付

オンライン（徳島大学
での講義動画配信）

実業家やベンチャー起業家、銀行員、中
小企業診断士といった各分野の専門家が
創業に必要な基礎知識を解説します。

2,000円
（初回受講
時のみ）

12 企 業 情 報 とくしま 202 3 .8 No.481



とくしま経済飛躍ファンド活用事例  株式会社 JouZo

　1　�ファンドを活用して開発した（販路開拓した）
        商品について教えてください。
 
【名 称】
・Strawberry Saison
大粒で甘みの強い品種 “かおりの”を使用。
イチゴのほのかな甘みと小麦のまろやかさが特徴的です。
セゾン酵母特有の香りと風味もアクセントになっています。
グラスに注いだ時のパステルピンクは女子必見です。

・Strawberry Juicy IPA
大粒で甘みの強い品種“かおりの”を使用。
口に含んだ瞬間のホップのダンク感と後味に残るイチゴの
甘酸っぱさがいい感じに調和しています。甘すぎず、苦す
ぎず誰が飲んでも美味いというビールです。

徳島県阿南市産のいちごを使用。形が悪かったり、傷が
入ったり、市場価値の低いものを中心に購入させていただ
き、ビールの副原料として活用しました。地元の方をはじめ、
県南旅行者や全国の飲食店に販売し、高い評価を得ていま
す。季節限定品ですが再販の要望が高く、毎年春の目玉商
品にする予定です。

　2　商品開発に至った経緯を教えてください。

弊社は “ 特産物を使ったクラフトビールを通して、地域
の魅力を発信する ” ことを mission として掲げています。

阿南市の特産物を使って、クラフトビールの醸造ができな
いか模索しているなか、近所の農家さんがいちごを栽培し
ていると紹介していただきました。農家さんからいちご栽
培に対する熱い想いと共に、規格外品は廃棄しないといけ
ない実情を伺うことができました。味には問題がないのに
せっかく栽培したいちごを廃棄しないといけないことを残
念に思い、ビールの副原料として活用させていただけない
かと相談したところ、快く快諾いただき商品開発すること
になりました。

　3　これからの展望・目標について教えてください。

今回醸造した 2 種類のビールはどちらも評判が高く、す
ぐに完売となりました。再販の要望も高く、今後は毎年春
の目玉商品として販売していきます。また、新たなスタイ
ルや低アルコールなどの新商品開発も行い、たくさんの方
に飲んでいただけるよう販路拡大も行ってまいります。弊
社のビールを手にしたお客様が少しでも、徳島県や阿南市
に興味を持っていただけるよう、美味しいビールの醸造に
邁進してまいります。

とくしま経済飛躍ファンド事業では、他にも多くの県内
事業者の新商品開発・展示会出展を支援してきております。
当事業についての詳細は、こちらの連絡先で御確認ください。
TEL 088-654-0103
機構ウェブサイト
https://www.our-think.or.jp/305385/　

代表取締役　住友 正伯 　 〒779-1112　徳島県阿南市那賀川町色ケ島網干65番地1　TEL：050-7115-2045
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徳島で活躍する様々なクリエイターを紹介するウェブサイト『徳島クリエイ
ターズ・ライブラリ』。こちらのページでは『徳島クリエイターズ・ライブラリ』
の登録クリエイターのインタビュー記事をお届けします。
「こんな写真どうやって撮影したの？」徳島市の写真家・米津さんの写真を見
れば誰もがそういった感想を抱きます。その魔法のような写真は、見る人を惹き
つけてやみません。米津さんの写真術は、ほぼ全て独学で学んだといいます。誰
に教わることもなくゼロから自分で作り上げたからこその、型にはまらない作風。
今回は、そんな徳島を代表する写真家・米津さんのインタビューです。

フォトグラファー

米津　光さん

米津さんが写真を始めたのは高校生の頃。
当時は美術部と写真部を掛け持ちしていたそ
うです。

「昔から美術は好きだったんですが、僕に
は絵の才能があまりなかったんですよね。そ
れで美術部はすぐに辞めたんですが、写真部
の方も 2 年生のときに辞めてしまいました。
写真って別にどこかに属していなくても自分
でできますよね。写真部では現像の技術を学
べたらそれで十分だったので（笑）」

その後、大阪芸術大学写真学科に進学した
米津さん。ですが、その大学もわずか一週間
で退学してしまったと言います。

「まぁ元々大学で写真を学ぼうという気も
なかったんですが、一番の理由は当時の教授
との考え方の違いでしたね。入学後の最初の
集まりで教授の話を聞いて、それですぐ辞め
てしまいました（笑）。そのあと一時写真館に
就職したりもしましたが、それもすぐに辞め
て、結局独学で写真を勉強して 28 歳で独立
しました」

写真家としては、今でも勉強の日々
米津さんが独立した当時、大きく影響を受

けたのは一冊の写真集だったんだそう。
「ヨーロッパやアメリカなどの広告写真を

集めた写真集を見たんですよ。で、それがす
ごくカッコよくて。広告写真なのに、まるで
アートのように感じられたんですよね。それ
で『自分もこれがやりたい』と思い、その写
真を見ながらライティングの研究をするよう
になりました」

そのように独学で写真を撮影してきた米津
さんは、当時は撮影の仕事をこなしながら勉
強する日々だったそう。

「仕事現場でクライアントの要求に応える
ためにライティングなど撮影方法を試行錯誤
することが僕にとっての勉強なんですよ。日々
それを繰り返すことで自分の中の撮影の引き
出しが増えていく。だから僕にとっては仕事
イコール勉強なんです」

写真家としては既に完成されているように
みえる米津さんですが、仕事をしながら勉強
というスタイルは「今も変わらない」と言い
ます。

「一生勉強ですよ。たぶん死ぬまで完成す
ることはないと思います（笑）」

クライアントや商品の情熱に
負けない写真を

米津さんの写真家としての大きな転機のひ
とつが、2008 年のキャノンカレンダーに使

用する風景写真を撮りおろしたこと。
「キャノンには『作品の視点が新しい』と

評価してもらったんですよ。僕は風景写真で
は誰もがシャッターを切る王道の景色には目
もくれずに、他の人はスルーするような場所
で撮影するんです。一見普通に見える道端と
か。でもそういうところに何か光るものがあ
るんですよね」

風景写真をはじめ、自身の作品では唯一無
二な作風がある米津さんですが、広告写真で
は決して自分のエゴは出さないと言います。

「広告写真ではクライアントが一番ですか
ら。もちろんプロとして構図やライティング
の選択肢は提案しますが、最終的にはクライ
アントの意向に従って撮影します。中には無
理難題な要求もありますが、僕はそういった
仕事の方が好きですね（笑）。そして、撮影す
る商品やクライアントの情熱に負けないよう
な写真を撮りたいといつも思っています」

最近ではドローンを使ったライティングな
ど新たな表現にも挑戦している米津さん。

米津さんの写真は、クライアントと共にま
だまだ進化していくはずです。

クライアントの情熱に負けない、広告写真を

INTERVIEW

TOKUSHIMA CREATORS LIBRARYは、徳島県内のクリエイターを掲載・データベース化
したウェブサイトです。多くのクリエイターの登録を促すことにより、商品開発やプロモーショ
ンにあたり、県内クリエイターの技術や創造力を探している企業や人々が、希望通りのクリエイ
ターに出会う契機となることを目的としています。また、デザイン関連のセミナー情報なども発
信しています。

徳島クリエイターズ・ライブラリ

facebook
https://www.facebook.com/
tokushimacreatorslibrary

twitter
https://twitter.com/
TokushimaCre

https://tokushima-
creators.net/
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「第8回中国西部旅游産業
博覧会」に出展
上海事務所ではこのたび、観光誘客に関する事業の一環
として中国南西部の重慶市で開催された旅行展示会「中
国西部旅游産業博覧会」に出展。ブースでの観光PRや
ステージでのグルメの紹介などを通じて徳島県への観光
誘客に取り組みました。

中重慶市は中国南西部に位置し、重慶市統計局によれば
面積は 82,400 平方キロメートル、人口は 3415 万人（い
ずれも 2021 年）。中国に四つある直轄市（北京、天津、上
海および重慶各市）のひとつに数えられ、この地域におけ
る中心的な都市とされています。

第 8 回目を迎える今年の「中国西部旅游産業博覧会」は
6 月 30 日から 7 月 2 日までの 3 日間の日程で、重慶市内
の展示会場・重慶国際博覧中心において開催。在重慶日本
国総領事館が設置する日本ブースの一員として徳島県の観
光・物産といった魅力をアピールするとともに、会場内に
設置された特設ステージで徳島県のグルメについて画像を
交えて紹介しました。

日本ブースには徳島県のほか重慶総領事館および日本政
府観光局（JNTO）、群馬県、静岡県、大阪市、広島県、大
分県が出展し、来場者に向けてパンフレットやノベルティ
グッズの配布などにより各地の観光を紹介するほか、けん
玉や輪投げなどの遊びを通じて日本の文化を体験するコー
ナーや地元の酒類を試飲販売するところもあり、多くの人
たちが列を作っていました。

また、開催初日には重慶総領事館の高田真理総領事が各
ブースを回り、総領事館の SNS を通じて広く広報する取り
組みも行われました。高田総領事のユニークな司会と、各
ブース担当者との掛け合いは見どころ満載だったようです。

徳島県のブースでは観光 PR に加えて藍染や木工製品を
展示して紹介しました。「藍染は徳島県の伝統工芸で、展示
している品はすべて手作り」と説明したところ、来場者か

らは「中国にも藍染はあるが風合いが違う。ぜひ購入したい」
といった感想が聞かれました。

一方、重慶総領事館が企画したステージイベントでは、
参加各県市が温泉やグルメをメインテーマに各地の特色を
紹介しました。日本でも有数の温泉地である群馬県、静岡県、
大分県はパネルディスカッション形式でそれぞれの温泉の
特徴を PR。徳島県は県東部、南部、西部各地の特徴あるグ
ルメ、徳島ラーメンや海賊料理、でこまわしなどの料理に
ついて画像を使い、筆者と上海事務所のスタッフの掛け合
いにより中国語で紹介しました。

展示会への来場者は一般消費者が多かった印象ですが、
中には情報収集を目的に重慶市内の旅行会社も来場してい
ました。コロナ禍前は日本への団体旅行を手掛けていたと
いう旅行社の総経理（社長）の話によると「東京や大阪といっ
たゴールデンルートではなく、違う地域への旅行商品を作っ
ていきたい」とのこと。同様の意見は普段の業務の中でも
耳にしますし、冗談交じりに中国人の旅行ニーズを「中国
人のいないところに行きたい」と話す関係者もいます。

政府の指示により禁止されていた、中国から日本への団
体旅行の販売が 8 月に再開されました。上海事務所では今
回出展したような展示会のほか、大使館・領事館といった
在外公館や JNTO が主催するイベントへの参加、中国国内
の旅行者に向けたオンラインセミナーの実施などを通し、
団体旅行再開後は旅行先として徳島県を選んでもらえるよ
う取り組みを続けてまいります。

アジア展望
上海事務所だより

山田 寛之
（公財）とくしま産業振興機構

上海事務所　所長

ステージイベントが終了し参加者全員であいさつ（右から2番目が筆者）ブースで上海事務所スタッフが来場者に向けて徳島県の観光を紹介
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お知らせ

徳島県の経済団体・支援機関から企業の皆様のお役に立てる情報をお伝えしています。

企業で改善活動に積極的に取り組んでいる従業員を推薦することにより、徳島県知事からの表彰が受けられる
「徳島県改善エキスパート」認定の募集を今年も実施しています。
日頃から改善にがんばっている従業員のさらなる育成や意欲促進のため、ぜひ当事業を活用してください。
認定者同士の交流により、他企業・異業種間での改善活動学習の場も設けております。
                                        詳しくは募集ウェブサイトを御覧ください。  https://www.our-think.or.jp/313607/

徳島経済産業
会館だより公益財団法人 とくしま産業振興機構

来月号は、弁護士から企業に役立つ法律知識をお届けします。

令和５年度徳島県改善エキスパート認定募集開始のお知らせ


